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令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 

世田谷区立若林小学校 
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＜おうちの方へ＞ 

★けんこうカードをお返しします 

 定期健康診断が終わりました。今年度の健康診断結果を記録した「けんこうカード」を７月７日（火）に

お返しします。「けんこうカード下欄」に、身長・体重が記録してありますので、保護者印欄に押印または

サインをしていただき、７月１１日（金）までに 学校へご提出ください。 

 

 まだお子さんの受診・相談がまだ終わっていない場合は、夏休みを利

用して受診をお願いいたします。健康診断は、お子さんが学校生活を健

康に過ごすことができるか、疾病の疑いはないかという視点で行っているものです。“毎年同じ結果でお知

らせを持ち帰る”ということもあるかもしれませんが、年に一度、医療機関で診てもらうきっかけとしてい

ただければと思います。 

★色覚検査について 

 若林小学校では、毎年４年生に色覚検査を個別に実施しています。もし他の学年のお子さんで、色覚検査

を希望される場合は、担任を通じて養護教諭までお申し出ください。 

先天性色覚異常は、男性の５％（20人に１人）、女性の０.２％（500 人に１人）の割合でみられます。色

が全くわからないのではなく、程度やそのときの状況によって、色が見分けにくいことがあります。日常生

活では、ほとんど不自由がなく、周囲の人も気付かずに大人になってしまうこともあります。学校では、黒

板の文字が見えづらかったり、強調された文字と普通の文字の区別がつきにくかったりすることがありま

す。早めに自分の色覚の「くせ」を知っておくことで、将来をより充実した生活にすることができます。 

もしも、お子さんの様子で気になる点がございましたら、お気軽に養護教諭までご相談ください。 

★食品衛生について 

世田谷保健所では、７月を「せたがや食品衛生月間」と定め、食中毒の注意喚起を行っています。 

牛や豚、鶏など生の肉には食中毒菌が付いていることがあります。生や加熱不十分な肉を食べたことで食

中毒が多発しています。肉は中心部まで十分に加熱しましょう。また、焼肉やバーベキューをする際は、生

肉の菌が口に入らないよう専用のトング、箸、皿を使いましょう。 
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